
 

 

 函館市事務分掌規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和５年５月１１日 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

函館市規則第２４号 

   函館市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 函館市事務分掌規則（平成５年函館市規則第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条都市建設部都市整備課の項第２号を次のように改める。 

     (2) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事

規制区域等の指定および宅地造成工事等の規制に関するこ

と。 

   附 則 

 この規則は，令和５年５月２６日から施行する。 


